
 岳南広域都市計画第一種市街地再開発事業の決定（富士市決定） 

 都市計画富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。 

名  称 富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業 

面  積 約 1.0ha 

公
共
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道路 

種別 名称 
面積及び

幅員 
延長 備考 

幹線街路 3・4・20 号富士停車場厚原線 16ｍ 約 170ｍ 都市計画道路 

区画道路 

市道本町二丁目 1 号線 3ｍ 約 90ｍ 既設 

区画道路 1 号 10ｍ 約 30ｍ 新設 

区画道路 2 号 6ｍ 約 120ｍ 新設 

公園 

及び 

緑地 

緑地 
緑地１号 約 900 ㎡ ― 新設 

緑地２号 約 200 ㎡ ― 新設 

下水道 富士市単独公共下水道（西部処理区）に接続 

建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
計
画 

街区 

番号 

建築物 敷地面積に対する 
主要 

用途 

備考 

※地区計画の制限内容 
建築 

面積 
延べ面積 建蔽率 容積率 

Ⅰ 約 3,000 ㎡  
約 17,200 ㎡ 

(約 13,100 ㎡) 
約 8/10 約 32/10 

店舗 

住宅 

公益施設 

容積率の最高限度 

40/10 

容積率の最低限度 

20/10 

建蔽率の最高限度 

8/10 

建築面積の最低限度 

200 ㎡ 

壁面位置の制限 1m 

 

Ⅱ 約 1,600 ㎡  
約 6,300 ㎡ 

(約 4,900 ㎡) 
約 8/10 約 25/10 

建
築
敷
地
の
整
備

に
関
す
る
計
画 

街区 

番号 

建築敷地

面積 
整備計画 

Ⅰ 約 4,100 ㎡  

壁面の位置の制限により安全で快適な歩行者空間を確保するととも

に、富士駅から富士本町通りに繋がる歩行者動線の確保により、安全

で快適な歩行者ネットワークの形成を図る。 

富士駅北口からの富士山眺望の確保を配慮し、富士市の玄関口として

ふさわしい景観形成を図る。 Ⅱ 約 2,000 ㎡  

住宅建設の 

目標 

戸数 備考 

－ － 

「施行区域は計画図表示のとおり」 

 



理  由 
富士駅北口第一地区において、本市の玄関口としてふさわしい、交流と賑わい

のあるまちづくりの実現に向けて、都市機能の更新と土地の合理的かつ健全な

高度利用を図るため、第一種市街地再開発事業を本案のとおり決定する。  
 



 
決 定 理 由 

本地区は、東海道本線富士駅北口に位置し、富士本町商店街等が立地するほか、

幹線道路と鉄道が交差する本市の主要な交通結節点であり、都市計画区域の整

備・開発及び保全の方針における将来都市像図では、都市拠点に位置付けられて

いる。 

富士市都市計画マスタープランにおいては、地区のまちづくりのコンセプト

を「富士山を望む本市の玄関口として、美しさとやさしさを感じる、誰もが住み

たくなるまち」とし、雄大な富士山及びその景観に調和した美しさと、人やまち

のやさしさを感じることのできる、誰もが住みたくなるまちに再生するため、老

朽化した建築物の更新にあわせ、定住人口の増加と市民・観光客等の交流による

賑わいの創出を図り、再開発事業を促進するとともに、地区計画等のまちづくり

ルールの導入を推進することとしている。 

このことから、本市の玄関口としてふさわしい、交流と賑わいのあるまちづく

りの実現に向けて、都市機能の更新と土地の合理的かつ健全な高度利用を図る

ため、富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業を本案のとおり決定する。  
























